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粒子線治療施設等のあり方に関する声明 

 
平成 26 年 2 月 1 日 

公益社団法人日本放射線腫瘍学会 
 

粒子線治療装置は、達成可能な線量分布に明らかな進歩があり、薬事法承認を得た装置の基本

的な安全性は確保されております。しかし、従前の治療をどの程度上回る効果が得られるのかは、

一部を除き、未だ不明な疾患が多いのが現状です。最適な投与線量・治療効果・長期的な安全性

に関して、臨床研究あるいは先進医療の枠の中でまだ検証途上であり、現段階で適正な立地数は

不明です。   

「新たながん診療提供体制について（報告書）」（平成 25 年 9 月 5 日 厚生労働省健康局がん

対策・健康増進課）では、「がん診療提供体制の在り方に関するワーキンググループ報告書(以下、

WG 報告書)」（平成 25 年 8 月 1 日）において提言された様々な事項を具体的に実施することが

適当であるとしています。このような状況で、粒子線治療装置が国内に乱立することは、日本の

がん診療体制を歪める可能性が高いことから、日本放射線腫瘍学会では、以下のごとく、粒子線

治療装置の節度ある導入に向けて提言致します。 

 
１） 粒子線治療装置は、設置に当たって大掛かりな設備投資と相当数の経験ある放射線治療ス

タッフが必要であり、大学病院あるいは都道府県がん診療連携拠点病院など各都道府県を

代表する放射線治療の経験と実績を有しているがん治療病院や、都道府県をまたがる複数

のがん治療病院との広域連携体制を準備段階から構築した組織が、これを導入することが

望ましい。 

２） 粒子線治療施設には、治療患者数に見合った十分な数の放射線治療専門医、医学物理士、

放射線治療専門放射線技師、がん放射線療法看護認定看護師など、医療の質を確保するた

めに十分な人員配置が行われるべきであるが、設置により、地域への放射線治療専門医等

の配置に大きな偏りが生じないような配慮が必要である。 

３） 粒子線治療を行った国内患者は、すべて症例登録が行われ、当該病院、連携医療施設にて

適切に経過観察されるべきである。今後、多施設共同臨床試験やそのための医学物理的な

外部監査が必要であり、その体制と実績を有していることが望ましい。 

４） 粒子線治療を先進医療の枠内で行う場合は、同医療が「保険給付の対象とすべきものであ

るか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療

養」であることを銘記すべきである。 
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がん対策推進基本計画（平成 24 年 6 月）では、「国や地方公共団体は、拠点病院をはじ

めとする入院医療機関などと、放射線療法の質を確保し、地域格差を是正し均てん化を図

るとともに、人員不足を解消する取組に加えて、一部の疾患や強度変調放射線治療などの

治療技術の地域での集約化を図る。」「放射線治療機器については、先進的な放射線治療装

置、重粒子線や陽子線治療機器などの研究開発を推進するとともに、その進捗状況を加味

し、医療従事者等が協力して、国内での計画的かつ適正な配置を検討すること」となって

おります。日本放射線腫瘍学会は、本声明がこの基本計画の理念に沿ったものであり、我

が国のがん患者を含めた国民が、安心かつ納得できるがん医療を受けられ、「がん患者を含

めた国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会」の実現を目指

すための一助となることを祈っております。 

 




